
 

 

「行政書士試験の施行に関する定め」の一部改正について 概要 
 

１．改正の理由 

行政書士法については、平成 17 年に行った前回の試験内容の見直しに伴う本告示

改正以降、法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」が明記されたほか、

聴聞又は弁明の機会の付与等に係る行為の代理を業務として法定化し、特定行政書士

制度の創設等の行政書士の業務に関し必要な改正が行われるとともに、欠格事由、懲

罰及び罰則に関する規定の整備等の行政書士に求められる規範や規律に関する改正

がなされている。 

また、住民ニーズの多様化に伴う行政手続の複雑化やデジタル社会の進展に伴う行

政手続のデジタル化への対応、災害時の被災者への支援、新型コロナウイルス感染症

対策における各種給付金申請への支援、ウクライナ難民をはじめとした在留外国人へ

の在留手続の支援等、行政書士に期待される役割が広がっている。 

以上のような制度の改正、役割の拡大に的確に対応するため、行政書士試験におい

て問うべき「行政書士の業務に関し必要な知識及び能力」について、現行試験に対す

る各方面からの意見も踏まえ検討を行い、行政書士法第３条第１項に基づいて総務大

臣が定める「行政書士試験の施行に関する定め」（平成 11 年自治省告示第 250 号）を

下記３．のとおり改正しようとするものである。 

 

２．改正の考え方 

 累次の行政書士法改正や行政書士に期待される役割の拡大等を踏まえ、毎年の行政

書士試験において、「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」及び行政

手続のデジタル化に関連する「情報通信・個人情報保護」等の各分野について、それ

ぞれ一題以上出題するよう明記する。 

 なお、本改正は現行試験の内容及び出題範囲を変更するものではない。 

 
３．改正点 

現行「第二 試験科目」のうち「行政書士の業務に関連する一般知識等」を「行政

書士の業務に関し必要な基礎知識」と改め、当該基礎知識に含まれる範囲について、

現行試験において「一般知識等」の範囲内で出題しうるとしていた行政書士法、戸籍

法、住民基本台帳法等行政書士の業務に必要な諸法令を「行政書士法等行政書士業務

と密接に関連する諸法令」とし、「一般知識」、「情報通信・個人情報保護」及び「文章

理解」とともにそれぞれの分野から一題以上出題することを規定する。併せて現行規

定の「一般知識等」の括弧内に列挙していた「政治・経済・社会」を削除し、今後は、

改正後の「一般知識」の分野において出題しうるものと整理する。 

※ 上記の改正のほか、「第三 試験の方法」において所要の規定の整備を行う。 

 

４．実施時期 

 令和６年度に実施される試験から、本改正内容を適用する。 

別紙２ 


